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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年９月２９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年４月２２日  ２０時４８分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市 藍
あいの

島東方沖 

藍島港本村南２防波堤灯台から真方位０７８°１,４４０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５９.３′ 東経１３０°５０.０′） 

事故調査の経過  平成２３年４月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

巡視艇 さたかぜ、２４トン 

 １３３１３９、国土交通省 

 １８.９５ｍ（Lr）×４.３０ｍ×２.３５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、１,３３８kＷ（合計）、平成４年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

 二級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成８年１２月２６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年７月２１日 

  免状有効期間満了日 平成２６年１１月１５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 両舷プロペラ、舵板、舵軸及び右舷クラッチを損傷 

 事故の経過 

 

本船は、船長、機関長及び航海士補２人（以下「航海士補Ａ」、「航海士

補Ｂ」という。）が乗り組み、船首約１.２ｍ、船尾約１.５ｍの喫水で平成

２３年４月２２日２０時３０分ごろ関門港若松第３区の定係地を出港し、

夜間の密漁船等の取締りのために藍島周辺海域に向かい、船長が手動操

舵、機関長が機関計器盤、航海士補Ａがレーダー、航海士補ＢがＧＰＳプ

ロッターにそれぞれ就き、全員が椅子に腰を掛けて関門航路及び関門第２

航路を北西進した。 

船長は、関門第２航路西口付近を約２７ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で北西進中、船首方の北九州市小倉北区藍島の北方にある

大
おお

藻
も

路
じ

岩付近に白熱電球の明かりを強くしたような光を発している船舶

（以下「不審船」という。）を発見した。 

船長は、六連島西水路第５号灯浮標（以下、六連島西水路の灯浮標につ

いては六連島西水路を省略する。）を通過して六連島西水路（以下「西水

路」という。）に入った頃、不審船を確認することとし、航海士補Ａに同船

までの距離を測定させて約３.３海里（Ｍ）であるとの報告を受け、これま

で何度か藍島と同島南端の東方にある古
こ

敷
しき

岩との間を航行したことがあっ

たので、藍島と古敷岩との間を通過するつもりで針路を約３２３°（真方
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位、以下同じ。）とし、速力約２７kn でＧＰＳプロッターにより時々船位

を確認しながら西水路を北西進した。 

船長は、第４号灯浮標を右舷に見て通過し、西水路の西側に出た頃、機

関長から付近に浅瀬があるので西水路に戻った方がよいとの助言を受けた

ので、右舷前方にある古敷岩及び同岩付近の浅瀬の東方を迂
う

回することに

し、右転して第２号灯浮標の西方に向く針路約０２６°に変針した。 

船長は、右転したので古敷岩付近の浅瀬の東方を通過することができる

と思い、左舷側の不審船に注意を向け、また、他の乗組員も不審船に注意

を向けていたので、古敷岩付近の浅瀬に向かっていることに気付かずに航

行した。 

本船は、針路約０２６°及び速力約２７kn で航行中、平成２３年４月２

２日２０時４８分ごろ、藍島港本村南２防波堤灯台から０７８°１,４４０

ｍ付近において、古敷岩付近の浅瀬に乗り揚げた。 

 船長は、直ちに機関のクラッチを中立とし、本船は、前進惰力で浅瀬を

乗り切った。 

船長は、浸水の有無や機関の状況などを調査したのち、若松海上保安部

に事故の報告を行い、えい
．．

航救助を依頼した。 

本船は、巡視艇により定係地にえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 小雨、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 本船は、操舵室中央に舵輪、舵輪の右後方にレーダー、レーダーの前方

上部にＧＰＳプロッター及び舵輪の左舷側に機関計器盤がそれぞれ設置さ

れ、乗組員は、各装置の後方で椅子に腰を掛けて操作するようになってい

た。 

本事故当時、船長、レーダー配置の航海士補Ａ及びＧＰＳプロッター配

置の航海士補Ｂは、いずれも本船が右転したのちは不審船に注意を向け、

船位の確認を行っていなかった。 

ＧＰＳプロッターには、水深が表示されるようになっていたが、本事故

当時、４Ｍレンジとしていたので水深が表示されず、また、夜間であった

ので輝度を昼間よりも落としていた。 

古敷岩は、藍島南端の東方約１,０００ｍ及び第２号灯浮標の西南西方約

６００ｍに存在する水上岩（高さ４.１ｍ）であり、周囲には干出岩や危険

な暗岩が存在している。 

第２号灯浮標（Fl（2）R 6s）は、右舷標識であり、水源（関門港）に向

かって右側（第２号灯浮標の西側）に暗礁、浅瀬、沈船などがあり、その

左側に可航水域があることを示している。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、藍島東方沖を不審船の確認を目的とし

て北西進中、船長が、右舷前方にある浅瀬の東方

を迂回しようとして右転し、第２号灯浮標の西方

に向く針路とした際、不審船の確認に意識を集中

して船位の確認を行っていなかったことから、同

灯浮標の西方にある古敷岩付近の浅瀬に向かって
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いることに気付かずに航行し、同浅瀬に乗り揚げ

たものと考えられる。 

 各配置の乗組員は、いずれも不審船に意識を集

中して船位の確認を行っていなかったことから、

浅瀬に向かって航行していることに気付かなかっ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、藍島東方沖を不審船の確認を目的として北西

進中、船長が、右舷前方にある浅瀬の東方を迂回しようとして右転し、第

２号灯浮標の西方に向く針路として航行していたが、不審船の確認に意識

を集中して船位の確認を行っていなかったため、同灯浮標の西方にある古

敷岩付近の浅瀬に向かっていることに気付かずに航行し、同浅瀬に乗り揚

げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・浅瀬のある海域を航行する際は、船位の確認を十分に行うこと。 

・全員が一つのことに意識を集中せず、役割分担を明確にして操船者に

適切な助言を行う態勢をとること。 

・ＧＰＳプロッターを使用する際は、海域の状況等に応じた適切なレン

ジで使用すること。 

 本事故後、所属海上保安部及び本船では、次の改善措置をとった。 

・本船乗組員は、ＢＲＭ（ブリッジ リソース マネジメント）について

の教育研修を受講した。 

・本船乗組員に対して船艇運用技能審査を実施した。 

・本船乗組員は、安全運航に関する共通認識を持つように船内でミーテ

ィングを行った。 

 




